
第 2 期新潟市子ども・子育て支援事業計画骨子案（抜粋） 
 

各論Ⅰ 第１章 子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の方策 

 

１ー１ 教育・保育の提供区域の設定  

 ８つの行政区単位で設定する。 

 地域子ども・子育て支援事業については、８区域を基本に、ニーズや提供体制により全

市域を区域とする事業もあり。 

 

１ー２ 教育・保育の量の見込み及び確保の方策  

（１） 市全体の教育・保育の量及び確保の方策  

 

（２） 提供区域別の教育・保育の量及び確保の方策  

 

１ー３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の方策  

（１） 地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保の方策」 

 下記の事業について、「量の見込み」、「確保の方策」、対象、事業概要、現状と課題、    

取組の方向性を記載する。 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 延長保育事業 

⑩ 病児保育事業 

⑪ 放課後児童健全育成事業 

 

１ー４ 指針に基づく任意記載事項に係る事業  

（１）子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う

施策との連携に関する事項 

 児童虐待防止対策の充実 

 母子家庭及び父子家庭の自立支援の充実 

 障がい児施策の充実 

 

（２）労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇

用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 
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第 2 期新潟市子ども・子育て支援事業計画骨子案（抜粋） 

 

各論Ⅰ 第２章 教育保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

 

 

各論Ⅱ 第１章 子ども・子育て支援施策の展開 

 子ども・子育て支援法に定められる事業（各論Ⅰ）のほか、本市の子ども・子育て支援

に関わるすべての事業について、施策１－１～３－４ごとに、本市の取組み（事業）を

整理し位置づける。 

 現在の 169 事業を基本に、新たな事業の追加や終了事業の削除、分類の再検討などの

整理をし、施策１－１～３－４ごとに分類する。（再掲あり） 

   基本方針 1 子どもの健やかな育ちを守り、支える  

 施策○－○  

 現状と課題分析  

 施策の方向性  

 事業一覧  

基本方針２ 子育て家庭の暮らしと安心を支える 

 施策○－○  

 現状と課題分析  

 施策の方向性  

 事業一覧  

基本方針３ すべての人々が子どもと子育てに関わり、連携して支える 

 施策○－○  

 現状と課題分析  

 施策の方向性  

 事業一覧 

 

 

各論Ⅱ 第２章 子ども・子育て支援事業計画に関連するその他の計画 

 

２ー１ 次世代育成支援行動計画との整合について  

 

２ー２ 「新・放課後子ども総合プラン」に関するもの  

 

 

各論Ⅲ 第１章 推進体制  

１ー１ 推進体制 

 

 １ー２ 計画の進捗管理・評価 



第 2 期新潟市子ども・子育て支援事業計画骨子案（抜粋） 

 

 

資料  計画策定に係る資料 

 新潟市子ども・子育て会議に係る資料  

 法制度に係る資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保の方策（案） 
 

⑪ 放課後児童健全育成事業〔放課後児童クラブ〕 

対 象 ⼩学⽣ 

事 業 概 要 

就労等により昼間保護者がいない⼩学校の児童に対し、授業終了後や⼟
曜⽇に遊びや⽣活の場を提供し、家庭や地域との連携の下、発達段階に
応じた主体的な遊びや⽣活が可能になるよう、当該児童の⾃主性、社会
性及び創造性の向上、基本的な⽣活習慣の確⽴等を図り、健全な育成を
⾏います。 

現 状 と 課 題 

放課後児童クラブを利⽤する児童は年々増え続けており、公設クラブの
施設整備を進めるとともに、⺠設クラブの運営助成を⾏い、待機児童を
出さないよう受⼊れ、地域の⼦どもたちを地域で⾒守る体制を整えてき
ました。 
利⽤する児童の増加に対応するため、引き続き受⼊体制の確保が必要で
す。 

取組の⽅向性 

引き続き待機児童を出さないよう受⼊体制を整えるため，公設クラブの施
設整備や⺠設クラブへの運営助成を⾏っていく。 
「新・放課後⼦ども総合プラン」を基に，教育委員会と連携した⼦どもふ
れあいスクールとの⼀体的な実施や，放課後児童クラブの質の向上を進め
る。 

 
【必要な量の見込み】 

（単位：⼈） 
実績 ⾒込み量 

H31 R2 R3 R4 R5 R6 

全市 
低学年 

⾒込み 7,700 9,209 9,387 9,664 9,949 10,243
確保の⽅策 8,946 9,209 9,387 9,664 9,949 10,243

⾼学年 
⾒込み 3,131 2,240 2,443 2,506 2,569 2,634
確保の⽅策 1,989 2,240 2,443 2,506 2,569 2,634
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（単位：⼈） 
実績 ⾒込み量 
H31 R2 R3 R4 R5 R6 

北区 
低学年 

⾒込み 760 807 797 808 801 805
確保の⽅策 803 807 797 808 801 805

⾼学年 
⾒込み 318 143 156 161 162 161
確保の⽅策 129 143 156 161 162 161

東区 
低学年 

⾒込み 1,258 1,533 1,587 1,678 1,733 1,820
確保の⽅策 1,475 1,533 1,587 1,678 1,733 1,820

⾼学年 
⾒込み 510 346 381 384 398 415
確保の⽅策 307 346 381 384 398 415

中央区 
低学年 

⾒込み 1,533 1,938 1,997 2,067 2,165 2,250
確保の⽅策 1,875 1,938 1,997 2,067 2,165 2,250

⾼学年 
⾒込み 610 497 552 570 588 608
確保の⽅策 435 497 552 570 588 608

江南区 
低学年 

⾒込み 895 1,005 1,019 1,036 1,074 1,102
確保の⽅策 969 1,005 1,019 1,036 1,074 1,102

⾼学年 
⾒込み 362 210 222 229 237 242
確保の⽅策 187 210 222 229 237 242

秋葉区 
低学年 

⾒込み 650 899 904 917 967 990
確保の⽅策 917 899 904 917 967 990

⾼学年 
⾒込み 277 353 386 399 392 396
確保の⽅策 317 353 386 399 392 396

南区 
低学年 

⾒込み 349 473 493 511 533 526
確保の⽅策 455 473 493 511 533 526

⾼学年 
⾒込み 138 98 106 109 113 118
確保の⽅策 85 98 106 109 113 118

⻄区 
低学年 

⾒込み 1,853 1,942 1,956 2,016 2,055 2,128
確保の⽅策 1,869 1,942 1,956 2,016 2,055 2,128

⾼学年 
⾒込み 753 400 439 445 461 467
確保の⽅策 357 400 439 445 461 467

⻄蒲区 
低学年 

⾒込み 402 612 634 631 621 622
確保の⽅策 583 612 634 631 621 622

⾼学年 
⾒込み 163 193 201 209 218 227
確保の⽅策 172 193 201 209 218 227
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２ー２ 「新・放課後子ども総合プラン」に関するもの 

 
（１） 放課後児童クラブ  

① 年度ごとの見込みおよび目標（再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
② 放課後児童クラブ実施の主な取組 

ア）施設・受け皿の確保 

「新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例」に基づき，遊びおよ
び⽣活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画を児童１⼈につきおおむね
1.65 ㎡以上確保する必要があります。 

今後も利⽤児童数の増加に対応し児童が⽣活するスペースを確保するため，⼩学校内の余裕
教室の活⽤を基本としながら，放課後児童クラブの整備を⾏っていきます。 

 
イ）職員の配置・質の向上 

⽀援の単位（おおむね児童 40 ⼈以下）ごとに放課後児童⽀援員資格をもつ職員を２⼈以上
配置する必要があります。 

このことを基本としながら，うち１⼈を「放課後児童健全育成事業に従事した⽇から３年以
内に放課後児童⽀援員となることが⾒込まれる」補助員に代えることができます。 

児童の⾃主性，社会性および創造性等のより⼀層の向上に必要な知識や能⼒を得るため，放
課後児童健全育成事業者および従事している職員を対象とした研修や情報交換会を継続実施
します。 

また，国の制度に基づき⽀援員の勤務年数や研修実績に応じた「キャリアアップ処遇改善」
や市独⾃に実施する処遇改善などにより，放課後児童クラブに従事している職員の処遇を改善
し職員の確保や質の向上に繋げます。 

利⽤する保護者，地域の住⺠に放課後児童クラブの取り組みについて理解や協⼒をいただけ
るよう，学校等を通じて⽇々の活動など周知を進めます。 

 

 

資料２－２ 
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ウ） 地域の実情に応じた開所時間について 

現在，ひまわりクラブの開所時間は 18 時 30 分までとなっています。 
18 時 30 分を超えての開所時間の延⻑により，保護者の就労や就労後の家事などに充てられ

る時間を増やすことができますが，親⼦が家庭で⼀緒に過ごす時間が減ることにもつながりま
す。⼦どもと保護者の家庭での関係が愛情でしっかりと結ばれたうえで，⼦どもの地域や学校
での⽣活が成り⽴つことから，開所時間の延⻑については，延⻑のニーズや家庭の状況など総
合的に検討しなければなりません。 

併せて，開所時間の延⻑に伴う⽀援員の確保や，利⽤料をはじめとした費⽤の増加も考慮す
る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 子どもふれあいスクール  

① 子どもふれあいスクールの実施目標 

新潟市では放課後⼦供教室を⼦どもふれあいスクールと呼んでいます。⼦どもふれあいスク
ールは，⼩学校を活⽤して，⼦どもたちに安⼼安全な居場所を提供するとともに，異年齢交流
や地域⼈材を活⽤した⼤⼈との交流により，⼼豊かなたくましい⼦どもたちを育み，地域の教
育⼒の活性化を図ります。実施校の全児童が対象です。 
子どもふれあいスクールへの児童平均参加率を向上させることを実施目標とします。 

【目標事業量】 
（単位：％） H31 実績 R2 R3 R4 R5 R6 

全市 ⾒込み 13.4 13.7 13.7 13.8 13.8 14.0

 

② 子どもふれあいスクール実施の具体的な方策 

ア）実施プログラムの展開 

主な活動内容として①身体活動（ボール運動，卓球，竹馬，一輪車，自由遊び 等），②

文化活動（読書，囲碁，将棋，折り紙，かるた，オセロ，工作・手芸 等），③学習活動

（宿題，自主学習，補充学習，清掃などのボランティア活動 等），④イベント活動（お

泊まり会，祭り，クリスマス会，餅つき大会 等）を展開します。 

また，必要に応じて活動事例集で実施プログラムを紹介し，全ての児童が参加できる学
習・体験活動の実施プログラムを推進します。 

子ども・子育て会議などでの意見
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イ）実施校の拡大 

新たに実施を希望する⼩学校区を調査,把握し，実施に向けて取り組むとともに，現在実施
しているふれあいスクールについても，事業内容のさらなる充実を図り，令和 6 年度までに実
施校での児童の平均参加率を 14.0％となることを⽬指します。 

 
ウ）ボランティア等の人材確保 

ふれあいスクールでは，スタッフの⾼齢化等に伴いスタッフの確保も事業継続の課題となっ
ています。ふれあいスクールに個別に⽀援をしながら，スタッフの増員を呼び掛けていきます。 

 
 
（３） 放課後児童クラブと子どもふれあいスクールの一体型の実施  

① 一体型による放課後児童クラブ・子どもふれあいスクールの整備方針と目標 

令和６年度までに２３箇所の⼀体型の実施を⽬指すとともに，両事業を⾏う全ての実施校に
おいて，連携の強化を図っていきます。 

ここでいう⼀体型とは，両者で考えた共通のプログラムを⾏うことです。 
放課後児童クラブと⼦どもふれあいスクールの各関係者が連携・協⼒し，それぞれの特徴を

⽣かしながら実施していきます。 
 

【目標事業量】 
（単位：⼀体型の実施箇所） H31 実績 R2 R3 R4 R5 R6 

全市 ⾒込み ２０ ２１ ２１ ２２ ２３ ２３

 

② 一体型、または連携による放課後児童クラブ・子どもふれあいスクール実施の具体的な

方策 

ア）共通プログラムの展開 

ふれあいスクールで実施している「⼟曜プログラム」などを活⽤し，⼦どもたちにより多く
の体験機会を提供していきます。その際には，放課後児童クラブと⼦どもふれあいスクールの
スタッフが連携し情報を共有し，希望する児童が参加できるように留意して実施します。 

 
イ）職員の配置・質の確保 

平成 25 年度から，⼦どもふれあいスクール事業研修会へ放課後児童クラブ職員が参加する
など，⼦どもふれあいスクール運営主任，スタッフおよび放課後児童クラブ職員，両者の共通
理解を図る取組を⾏い今後も継続していきます。 
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（４） 放課後の安心・安全な居場所の確保に向けて  

①教育委員会とこども未来部の連携について 

新潟市では，「新潟市放課後⼦どもプラン推進委員会」を設置しており，本市の放課後対策
事業実施⽅法のあり⽅について検討しています。 

また，放課後児童クラブと⼦どもふれあいスクールの所管課や関係者が集い，各⼩学校の実
情に合わせた両事業の連携や⼀体型の実施について，具体的に意⾒交換を⾏い，両事業を⾏う
全ての実施校において，連携の強化を図っていきます。 

 

② 放課後児童クラブ・子どもふれあいスクールへの小学校余裕教室等の活用について 

放課後児童クラブについては，教育委員会や各⼩学校の理解を得ながら，⼩学校の余裕教室
の活⽤を基本として進めます。 

⼦どもふれあいスクールや⼀体型の実施については，基本的には⼩学校内で実施しています
が，状況に応じて児童館や公⺠館などの施設等の活⽤を検討していきます。 

両事業や⼀体型の実施を初めとする児童の安⼼・安全な居場所の確保にむけて，教育委員会
や各学校，こども未来部が共通理解のもと，各事業の整備予定や運営状況など定期的な情報共
有を図り，連携して各事業を実施していきます。 

 

③ 特別な配慮を必要とする児童への対応について 

特別な配慮を必要とする児童を含め，希望するすべての児童を受け⼊れています。 
放課後児童クラブでは，特別な配慮が必要な児童に対し引き続き臨時⽀援員を配置して対応

するほか，学校や放課後等デイサービス事業など関係機関とも情報共有を⾏い連携を図ること
により，保護者や児童が安⼼して過ごせるよう配慮します。 

 

放課後等デイサービスについて 



◇新・放課後⼦ども総合プランに関する計画対応状況 

記載すべき事項 2-2 
記載箇所 対 応 状 況 

②一体型の放課後児童クラブ

及び放課後子供教室の 2023

年度に達成されるべき目標事

業量 

（３）① 【現計画】「子どもふれあいスクールと放課後児童クラブとの一体型実施か所数」を成果指標に記載 

●現計画と同様の目標事業量を記載。 

 ⇒現行計画 P47 記載の目標値及び H31実績値の延長線で設定 

  ※一体型とは，共通のプログラムを実施する放課後児童クラブと放課後子ども教室が両者で考えた共通プログラムを

行うことを言う。（現計画と同様） 

③放課後子供教室の 2023 年

度までの実施計画 

（２）① 【現計画】「週当たりの開催回数」として成果指標の記載あり 

●目標事業量として「子どもふれあいスクールへの児童の平均参加率」を設定し，向上させる。 

 ⇒今後令和 2年度からの新潟市教育ビジョンの第 4 期実施計画にも同様の目標値を設定する予定。 

④一体的又は連携による実施

方策 

（２）② 【現計画】両事業を行うすべての実施校において連携の強化を図ることとしている 

●子どもふれあいスクールで実施しているプログラムを活用し，子どもたちに多くに体験機会を提供。

⑤余裕教室等の活用方策 （４）② 【現計画】学校施設の活用を基本とし，状況により学校外施設を活用 

●新計画も学校施設の活用を基本とする。一体型の実施においては児童館や公民館の活用も検討する。

⑥実施に係る教育委員会と福

祉部局の連携方策 

（４）①② 【現計画】子どもふれあいスクールや小学校，地域などとの連携として記載 

●引き続き連携を推進するとともに，②の余裕教室等の活用においても協力関係を記載。 

⑦特別配慮児童への対応策 （４）③ 【現計画】記載か所なし 

●特別な配慮が必要な児童を含め希望する児童を全員受け入れている。 

●放課後児童クラブは臨時支援員を加配して対応するほか，学校や放課後等デイサービス事業など関係

機関と情報共有など連携を進める。 ⇒実績：障がい児 587 人 臨時職員数 101 人（Ｒ1.5.1 現在） 

⑧放課後児童クラブの開所時

間の延長に係る取り組み 

（１）②ウ） 【現計画】記載か所なし 

●現在，ひまわりクラブは 18時 30 分まで運営。 

●検討にあたっては，ニーズや家庭状況，支援員の確保など総合的な検討が必要。 

⑨放課後児童クラブの役割向

上方策 

（１）②イ） 【現計画】質の向上として事業者・職員への研修実施と情報共有を記載 

●事業者や職員への研修や情報交換会を引き続き実施する。 

●市独自や国制度に基づいた賃金等処遇改善による支援員の確保や質の向上について記載。 

⑩利用者・地域住民への周知方

策 

（１）②イ） 【現計画】記載か所なし 

●利用者や地域住民に対し放課後児童クラブの取組の周知について記載。 
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放課後児童クラブの質の向上に関する取組 

 

１．研修・情報交換会   

 研修名 参加者 日数等 開催内容 

(1) 市放課後児童クラブ 

ネットワーク研修会 

1,352 名 
(H30 実績) 

２回 
各１日 

安心・安全に楽しく放課後を過ごす

ことができるよう、育成支援の充実 
(2) 市放課後児童クラブ 

ネットワーク情報交換会 

100 名 
(H30 実績) 

２回 
各１日 

放課児童支援員の安全指導や楽しい

遊びについての理解促進，情報交換 
(3) 県放課後児童支援員 

認定資格研修 
市内 51 名 
(H30 実績) 

３会場 
各４日 

放課後児童支援員の要件を満たす職

員に対する資格認定研修 
 

（参考）ネットワーク研修会・情報交換会実績（ １(1)及び(2)関係 ） 

  ・市社会福祉協議会へ委託している放課後児童クラブ運営支援業務により実施 

 ネットワーク研修会 ネットワーク情報交換会 

27 

第１回 支援対象拡大について 

27 

第１回 支援員と保護者の関わり 

第２回 支援員必須の対人関係能力 第２回 他機関・地域連携による先駆的運営

第３回 放課後児童支援員の仕事 第３回 配慮が必要な子どもの理解と支援者の役割 

  第４回 ２７年度の振り返り 

28 

第１回 放課後児童支援員の役割 

28 

第１回 ソーシャルスキルトレーニング 

第２回 遊びの価値とリスクマネジメント 第２回 障がい児サービスについて 

第３回 自己肯定感を育む子育て支援   

29 

第１回 子どもを取り巻く環境の変化と福祉 

29

第１回 好感度があがるコミュニケーション技法 

第２回 児童や保護者とのよりよい関係づくり 第２回 保護者のクレームへの適切な対応

第３回 いじめの未然防止と適切な対応   

30 
第１回 発達障害の基本的理解 

30
第１回 安全・安心なクラブ運営のために

第２回 具体的対応・支援について 第２回 クラブでの遊び・活動をもっと楽しくするために 

 

２．放課後児童支援員等の処遇改善 

 （１）賃金へ市独自の上乗せ 
  ●市が求める最低水準 

職種 H27 H28(3%UP) H29(2.5%UP) H30(2.5%UP) R1(3.1%UP)
支援員（月額） 126,200円 130,000 円 133,250 円 136,581 円 140,815 円

補助員（時給） 760 円 790 円 810 円 830 円 855 円

（２）国制度「キャリアアップ処遇改善」により，支援員等の勤務年数や研修実績に応じ

て月額 10,500 円～31,400 円を改善 
     

３．その他 

 ・各指定管理者が自主的に集まり，年数回情報交換会を実施  
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放課後児童クラブの開所時間延長に関連するデータ 

 

 

１．平成３０年度実施ニーズ調査結果（開所時間延長関係） 

 配布数 

a 

回答数 

b 

回答率 

b/a 

利用希 

望者数 

c 

18:30 以降 

利用希望者

d 

割合

d/c

Cのうち

ひとり親

e 

dのうち

ひとり親

f 

割合 

f/e 

（単位） 件 件 ％ 人 人 ％ 人 人 ％ 

就学児 4,400 1,740 39.5 717 44 6.1 49 2 4.1 

 

 

 
 

● 放課後児童クラブ利用希望終了時刻【平常授業日】

以前 以降

対象者 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:45 0:00 回答数
ニーズ 9 2 2 0 50 1 55 1 167 3 96 2 163 5 70 0 34 0 6 0 2 0 0 668
ひとり親 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 7 1 13 1 15 0 2 0 0 0 0 0 0 49
合　計 9 2 2 0 52 1 55 1 175 3 103 3 176 6 85 0 36 0 6 0 2 0 0 717

● 保護者の帰宅時間について

回答数

18:30 19:00 20:00 計

５人 １７人 １人 １９人 ２人 ４４人

保護者の帰宅時間 17:00 18:00

計４４
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15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:45 0:00

現在の子どもの年齢

ひとり親

以外

ひとり親
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２．開所時間に関する現在までの議論 

 

 

・18 時 30 分を超えた延長のニーズがどのような家庭のニーズなのか明らかにしたうえで，必要

な方に必要なサービスを提供できると良い。 
・時間が延長されると，本来子どもと親が過ごす時間を親のレスパイトに時間が使われ，延長で

きる分利用しても良いという考え方に陥りやすいのではないか。 

 

 

・ファミサポが学童のニーズに追いつかないのであれば，時間延長も検討しなければならない。 
・支援員の負担が大きくなり，財政負担も伴う。様々な問題があるため，検討事項のひとつ。 

 

 

 

・現在 18 時 30 分までの開所時間となっているが、保育園・幼稚園の開園時間は 19 時までであ

る。働く保護者やひとり親のことを考え、開所時間の延長について検討していく必要がある。 

・子どもの立場になり、家庭で過ごす時間など誰が育てていくのかという視点も持ち議論すべき 

 

第７回部会（H26.10.21） 

第１４回部会（H30.3.26） 

第１５回部会（R1.8.2） 



 
学 校 

 
◆児童への指導助言 
◆運営主任との連
絡調整 

◆活動場所の提供 
◆緊急時の対応 
◆たよりの配付等
広報活動の支援 

運営委員会 
＜検討内容＞ 

   ○活動全般の検討（活動時間，内容，場所等）
 ○運営要綱の確認，改善 

   ○円滑な活動実施のための協力要請 
   ○関係団体，教育委員会との連携 
＜構成員＞（例） 
 ○ＰＴＡ役員  ○コミュニティ協議会 
 ○自治会役員  ○民生委員・児童委員  
 ○学校関係職員 ○教育委員会事務局 等 

地域団体 
◆自治会 
◆地域コミュニティ協議会

◆スポーツ等関係団体 
◆青少年育成団体 
◆社会福祉関係団体 
◆大学   等

教育委員会 担当：地域教育推進課 
◆運営及び活動に関する指導・助言 
◆各種情報提供，相談対応 
◆活動経費の配当，事業運営に係る予算管理  

協力・連携 

● 都市化の進展による子どもの安心安全な遊び場・居場所の減少
           ● 少子化，核家族化による，子どもの人間関係形成能力が不十分 

          ● 家庭・地域の教育力の低下 

新潟市教育ビジョン基本施策９「地域と学校・社会教

育施設が協働する教育の推進」 

各学校のＰＴＡ 
       ◆運営体制の確立 

◆会員への周知・協力要請 
◆ボランティアの協力   

新潟市子どもふれあいスクール事業 

○ 子どもの安心安全な居場所づくり
○ 地域の大人と子どもとのふれあい・異年齢交流 
○ 地域・家庭の教育力の活性化

放課後児童クラブ 
◆放課後児童支援員   
         等 

協力・支援

国（文部科学省・厚生労働省）「新・放課後子ども総合プラン」

文部科学省「地域学校協働活動推進事業」 
        （放課後子供教室） 

 新潟市子どもふれあいスクール事業概要図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
                     
                     
 
 
        

子どもふれあいスクール 
～ 子ども(小学生１～６年)と地域住民との多様な活動 ～ 

     ア 身体活動（ボール運動，卓球，一輪車，竹馬，自由遊び等） 
     イ 文化活動（読書，囲碁，将棋，折り紙，かるた，オセロ，物作り等） 
     ウ 学習活動（宿題，自主学習，補充学習，地域探検，ボランティア活動等） 
     エ イベント活動（お泊まり会，祭り，クリスマス会，餅つき大会等） 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
  
     
 

項 目 主 な 概 要
活動日・活動時間 週 １ ～ ３ 回 程 度 【 平 日 】 放 課 後 ～ 1 6 : 4 5 【 土 曜 】 9 : 0 0 ～ 1 1 : 4 5

活 動 場 所 小学校の体育館,余裕教室,グラウンド,図書館等,学校教育活動に支障のない場所 

児 童 管 理 
ふれあいスクールの活動は，子どもがパスポートを受付に提出し，活動後パスポートを受
け取るまでとなり，この間は地域教育推進課の管理下ではある。平日の場合，活動参加後
の下校時間は学校管理下になり，土曜の場合の登下校の時間は地域教育推進課の管理下と
なる。 

運営スタッフ 
（地域人材） 

①運営主任 ＜企画･調整･運営･管理＞【新潟市非常勤職員】  
②運営ボランティア＜運営主任の補助･遊び相手＞  
③事業ボランティア＜遊び等の講師･指導者＞    月２回程度 
 

保    険 
運営主任・・・労働者災害補償保険法による労働災害補償 
ボランティア・・・新潟市市民活動保険             →地域教育推進課 
児童，保護者，地域の方，未就学児・・・団体総合保障制度費用保険  が手続きを行う。

 

現状 

子どもふれあい 
スクールのねらい 

共催 

協力・支援 

企画・運営 

連携・協力
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子どもふれあいスクール事業の概要 

 

１ 目 的 

 小学校を活用して，子どもたちに安心安全な居場所を提供するとともに，異年齢交 

流や地域人材を活用した大人との交流により，心豊かなたくましい子どもたちを育み， 

地域の教育力の活性化を図る。 

 

 

２ 概 要 

 平日の放課後，土曜日の午前中，学校の体育館や余裕教室等を学校と調整のうえ開 

放し，運営主任を中心に，運営ボランティア・事業ボランティアの協力を得て，子ど

もの居場所づくり事業を実施する。 

 

 

３ 子どもふれあいスクール事業の実際 

（１） 活動内容 

   ① 身体活動（ボール運動，卓球，竹馬，一輪車，自由遊び 等） 

   ② 文化活動（読書，囲碁，将棋，折り紙，かるた，オセロ，工作・手芸 等） 

   ③ 学習活動（宿題，自主学習，補充学習，清掃などのボランティア活動 等） 

   ④ イベント活動（お泊まり会，祭り，クリスマス会，餅つき大会 等） 

 

（２） 活動日 

    週１～３回 

＊ 実施校によって異なる。 

＊ 日曜日・祝日は原則として実施しない。 

＊  事前の申請により，夏季休業中も実施できる。 

   

 

（３） 活動時間 

① 平日の放課後   授業終了後～１６：４５ 

        ＊学校教職員の勤務終了時刻を超えないこと。  

② 土曜日の午前中  ９：００～１１：４５  

        ＊子どもたちや運営スタッフの帰宅後の昼食時間帯に配慮すること。 

 

＊ 平日，土曜日とも活動時間は学校によって異なる。 

     ＊ 冬季間は終了時刻を早めている場合もある。 

 

（４） 活動場所 

    実施校の体育館，余裕教室，グラウンド，図書館等，学校教育活動に支障のな

い場所（プールでの活動は認めていない） 

 

 

資料４－２ 



（５） 参加対象  

① その学校に在籍している児童（全学年）及びその保護者 

② 保護者が同伴した校区内在住の未就学児 

② 校区内在住で，児童と一緒に活動できる地域住民等 

   ③ その他，必要に応じ，運営委員会が認めた者 

 

（６） 実施主体 

   各校ＰＴＡと教育委員会の共催。 

各実施校でＰＴＡ，地域，学校，教育委員会から構成する「ふれあいスクール

運営委員会」を組織し，活動の方針，内容の検討を行うとともに，協力者を広く

募る。 

 

（７） 運営スタッフ 

ア 運営主任・・・・・・活動の中心となり，計画を立て，学校との連絡調整を 

            図る。また，子どもたちの安全管理を図り，ボランテ 

            ィアスタッフへの指示等を行う。 

   イ 運営ボランティア・・運営主任を補佐し，子どもたちの活動を見守り，安全 

               に注意を払う。時には共に活動したり遊んだりする。 

   ウ 事業ボランティア・・イベントを企画した時に，子どもたちに遊びや物づく 

               りなどの体験的な活動を中心となって教える。 

 

（８） 活動中の事故，けがの対応 

    ふれあいスクール活動中は教育委員会の管理下となり，次の制度が適用される。 

  ○ ふれあいスクール運営主任・・・労働災害補償法の規定による 

  ○ ボランティア      ・・・新潟市市民活動保険 

  ○ 参加児童        ・・・団体総合保障制度費用保険 

  ○ 地域の参加者      ・・・団体総合保障制度費用保険 

  ○ ＰＴＡの参加者     ・・・団体総合保障制度費用保険 

  ○ 保護者引率の未就学児  ・・・団体総合保障制度費用保険 

 

（９） 下校 

  ○ 平日の場合，活動参加後の下校時間は学校管理下 

  ○ 土曜の場合の登下校の時間は教育委員会の管理下 

 

（10） 関連法規等 

    教育基本法第１３条 

    社会教育法第５条・７条 

    国（文部科学省・厚生労働省）「新・放課後子ども総合プラン」 

文部科学省「放課後子供教室推進事業等実施要綱」 

    新潟市子どもふれあいスクール実施要綱 

新潟市放課後子どもプラン推進委員会開催要綱 



※　ふれあいスクール専用電話番号（開催日のみ利用可）
№ 区 実施校 直通電話・FAX兼用 開催日 № 区 実施校 直通電話・FAX兼用 開催日

1 松 浜 ２５９－２１２１ 水・土 35 有 明 台 ２６６－８４００ 水・土

2 南 浜 080-8053-5664 水 36 南 万 代 080-8706-9727 水･土

3 太 夫 浜 ２５９－２２６０ 水 37 上 山 080-8806-6870  水・土

4 濁 川 ２５８－８６００ 水 38 桜 が 丘 ２８６－３９６６ 水・土

5 葛 塚 ３８７－７９３３ 水・金 39 紫 竹 山 ２４６－９３０１ 水・土

6 木 崎 ３８７－９７７１ 水 40 丸 山 080-8716-5229 土

7 笹 山 ３８７－２６６０ 金 41 大 淵 ２７６－００２７ 水

8 岡 方 第 一 ３８７－６３３１ 水 42 曽 野 木 080-7854-3492 土

9 豊 栄 南 ３８７－２３８０ 月～金 43 両 川 ２８０－２０８０ 水

10 山 の 下 ２７２－８３３４ 木 44 東 曽 野 木 ２８４－６０１５ 月・水・土

11 大 形 080-2131-6299 火・土 45 早 通 ３８１－２５８２ 水

12 中 野 山 ２７６－３１４４ 水 46 秋 小 合 東 070-4821-9909 月・火・水

13 木 戸 ２７４－２５３０ 水・土 47 南 　 月 潟 ３７５－２８０５ 月

14 東 山 の 下 ２７３－２４３３ 月・水・土 48 小 針 ２３０－３５３５ 土

15 桃 山 090-5558-5313 土 49 新 通 ２６９－５１７０ 水・土

16 下 山 ２７３－１６０５ 水・土 50 内 野 ２６２－３３３２ 土

17 牡 丹 山 ２７３－４２７７ 土・水 51 木 山 ２３９－００７９ 土

18 東 中 野 山 080-7854-3491 水 52 赤 塚 080-8459-2745 土

19 竹 尾 ２７２－０７５０ 水・土(不定期) 53 小 瀬 ２６１－１４５１ 水

20 南 中 野 山 ２７６－２１４８ 水・土 54 笠 木 ２６１－２０２０ 月･火･木・金

21 江 南 ２８７－３８６５ 月・水 55 青 山 ２３１－３６６３ 水・土

22 浜 浦 ２６６－３６０１ 月・水・土 56 真 砂 080-2066-4074 土

23 関 屋 ２６６－２１１３ 月・水・土 57 五 十 嵐 070-2837-4935 月・水・土

24 鏡 淵 ２３３－７８４４ 水・土 58 坂 井 輪 090-9000-2665 水

25 白 山 080 2210 0373 土 59 坂 井 東 ２６８ ４４６１ 月 水 土

令和元年度　子どもふれあいスクール事業実施校
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25 白 山 080-2210-0373 土 59 坂 井 東 ２６８－４４６１ 月・水･土

26 新 潟 ２２８－３０９９ 水・木・土 60 西 内 野 ２６３－７６６１ 月・木･土

27 日 和 山 090-8850-9670 水・土　 61 東 青 山 080-7828-2336 月・水・土

28 万 代 長 嶺 ２４５－４７５５ 月・水・土（不定期） 62 大 野 090-5558-5090 月・土

29 沼 垂 080-2378-7792 土 63 黒 埼 南 ３７９－２８５０ 水・土

30 山 潟 080-7854-3490 水・土　 64 山 田 090-9000-2683 土

31 上 所 ２８３－７３２２ 水・土 65 立 仏 ３７７－１１１０ 月・水・土

32 鳥 屋 野 ２８４－７２７０ 月・水・土 66 岩 室 080-9575-7480 月～金

33 ※笹口（地域型） ２４３－６１３０ 毎日（ほっとハウス委託） 67 鎧 郷 070-3977-4893 水

34 女 池 ２８５－７０５５ 月・水

開設年度別実施校一覧
校数 累計

関屋，東曽野木，（笹口） 3 3
浜浦，栄，坂井東，竹尾，南中野山 5 8
新潟，豊照，山潟，東山の下，松浜，新通，東青山，黒埼南，立仏 9 17
鏡淵，桜が丘 2 19
入舟，女池，満日，月潟 4 23

12 35

濁川，太田，有明台，岩室 4 39
木戸，下山，万代長嶺，鳥屋野 4 43
湊，白山，内野，小瀬 4 47
笹山，大形，両川，丸山 4 51
太夫浜，豊栄南，牡丹山，上所，早通，大野 6 57
南浜，大淵，木山，笠木，真砂 5 62
東中野山，沼垂，南万代，坂井輪，山田，曽野木 6 68
桃山，小針　 2 67
赤塚 1 67
鎧郷 1 67
小合東 1 67

0 67

中
央

西
蒲

開設年度 　実　　　施　　　校
14年度
15年度
16年度
17年度
18年度

19年度
五十嵐，和納，葛塚，山の下，木崎，中野山，岡方第一，紫竹山，
西内野，江南，上山，青山

20年度
21年度
22年度

29年度
30年度
31年度

23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度

0 6731年度



平成30年度末ふれあいとひまわりクラブ一体型調査

30年度 内容

1101 松浜 小学校敷地内 水・土 ○ ○ ○

1102 南浜 離 第１･３金 ○ ○

1103 太夫浜 小学校内 隔週水 ○ ○ え（名簿で確認） ○

1104 濁川 小学校内 水・土（不定期） ○ ○ え（活動に参加していない） ○

1105 葛塚 離 水・金 ○ ○ え（活動に参加していない）

1108 木崎 小学校内 水 ○ ○ え（迎えの際に少し早めに来て様子を見たりすることがある。） ○

1109 笹山 なし 月

1111 岡方第一 小学校内 水 ○ ○ ○

1113 豊栄南 小学校内 月～金 ○ ○ 毎回 新しい遊びの使い方,遊び方の工夫 ○

1201 山の下 小学校内 木（月２回） ○ ○ 毎回 荷物の管理。工作プログラムの補助。トラブルやけがの対応。 あ ○

1202 大形 小学校敷地内 火・土 △ × ○

1203 中野山 離 水 ○ × え（活動に参加していない）

1204 木戸 小学校内 水・土 ○ ○ 毎回 新年もちつき，工作等 あ(受付） ○

1205 東山の下 小学校敷地内 月・水・土 ○ ○ 年に１回 合同避難訓練 え(避難訓練） ○

1206 桃山 小学校敷地内 土（第２・４） △ × ○

1207 下山 小学校敷地内 水・土 ○ ○ え（体制が変わって参加することがなくなった。） ○

1208 牡丹山 離 土・水（不定期） ○ ○ 年に４回 幼稚園も含め体育館で一緒に遊ぶ

1209 東中野山 小学校敷地内 水 ○ × う ○

1210 竹尾 小学校敷地内 水・土（不定期） ○ ○ え（ひまわりの児童数が多いため） ○

1211 南中野山 小学校内 水・木・土 ○ ○ え（おたよりはもらうようになった） ○

1212 江南 小学校敷地内 月・水 ○ ○ ○

1301 浜浦 小学校敷地内 月・水・土 ○ ○ え(昨年度までは来ていた。） ○

1302 関屋 離 月・水・土 ○ × え（活動に参加していない）

1303 鏡淵 小学校に隣接 水・土 ○ × ○

1304 白山 小学校内 土 × ○ え（活動に参加していない） ○

1305 新潟 離 水・木・土 ○ × え（活動に参加していない）

1306 日和山 小学校内 水・土 ○ ○ ○

1310 万代長嶺 小学校敷地内 月・水・土（月2回） ○ ○ え（人手不足のため） ○

1311 沼垂 小学校敷地内 土 ○ × ○ もちつき え(もちつき大会） ○

1312 山潟 小学校敷地内 水・土 ○ × ○

1313 上所 小学校敷地内 水・土 ○ ○ え（大人数で忙しい。） ○

1314 鳥屋野 離 月・土 ○ ○ う 年1
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1315 笹口 小学校内 月～金（特別委託） ○ × ○

1316 女池 小学校内 月・水・土 ○ × え ○

1317 有明台 小学校内 水・土 ○ ○ う ○

1318 南万代 小学校内 水・土（不定期） ○ ○ う ○

1319 上山 小学校敷地内 水・土 ○ ○ ○

1320 桜が丘 小学校敷地内 水・土 ○ ○ う(勤務でない時にふれあいのスタッフの入ってくれる。） ○

1321 紫竹山 小学校敷地内 水・土 ○ ○ う ○

1401 丸山 小学校敷地内 水 ○ × ○

1402 大淵 離 水 ○ ○

1403 曽野木 小学校に隣接 土 ○ ○ ○

1404 両川 小学校内 水 ○ × え（活動に参加していない） ○

1406 東曽野木 小学校内 月・水・土 ○ ○ イベントごとに参加 イベント（インドアアスレチック，餅つき） ○

1409 早通 小学校内 水 ○ ○確かめる 毎回 あ(ふれスクとひまわりスタッフを兼ねている。） ○

秋葉 1507 小合東 離 月・水

南 1611 月潟 小学校に隣接 月 ○ × ○

1701 小針 小学校内 土 ○ ○ 年に１回 避難訓練 ○

1702 新通 小学校敷地内 水・土 ○ ○ 年に1回 避難訓練 無 ○

1703 内野 小学校敷地内 土 ○ × ○

1704 木山 離 土（第２・４） ○ ○ 年に1回 スポ振と

1705 赤塚 離 土 ○ ○

1706 小瀬 離 水 ○ ○ 毎回 スポーツ教室，工作 あ

1707 笠木 なし 月～金

1708 青山 離 水・土 ○ ×

1709 真砂 小学校内 土 × × ○

1710 五十嵐 小学校に隣接 月・水・土 ○ ○ え(一緒に活動はしていない） ○

1711 坂井輪 小学校敷地内 月 ○ × え（活動に参加していない） ○

1712 坂井東 小学校内 月・水・土 ○ ○ ○

1713 西内野 小学校敷地内 月・木・土 ○ ○ え（活動に参加していない） ○

1714 東青山 小学校内 月・水・土 ○ ○ え（活動に参加していない） ○

1715 大野 小学校内 月・土 ○ ○ ○

1716 黒埼南 小学校内 水・土 ○ × う ○

1717 山田 小学校敷地内 土 ○ ○ ○

1718 立仏 小学校敷地内 月・水・土 ○ × え（活動に参加していない） ○

1801 岩室 小学校内 月～金 ○ ○ 月に１～２回 （市小研の日）お楽しみ会 あ ○

1804 鎧郷 離 水 ○ ○ え（活動に参加していない）

60 43 13 51

※岡方第一小，豊栄南小，小瀬小は，ふれあいスクール修了後に民営の児童クラブを始めるため，時間帯は重なっていない。共通のスタッフがいる。

江南

西

西蒲

合計



放課後児童クラブ帰宅に関するアンケート集計結果
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○新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

平成26年10月７日条例第63号 

改正

平成28年７月４日条例第46号 

平成30年７月６日条例第38号 

平成30年12月28日条例第49号 

新潟市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の８の２第

１項の規定により，放課後児童健全育成事業（法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育

成事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

（最低基準の目的） 

第２条 この条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は，市長の監督に属する放課後児童

健全育成事業を利用している児童（以下「利用者」という。）が，明るく衛生的な環境において，

素養があり，かつ，適切な訓練を受けた職員の支援により，健やかに育成されることを保障する

ものとする。 

（最低基準の向上） 

第３条 市長は，新潟市社会福祉審議会条例（平成12年新潟市条例第４号）第１条の規定により設

置される新潟市社会福祉審議会の意見を聴き，その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う

者（以下「放課後児童健全育成事業者」という。）に対し，最低基準を超えて，その設備及び運

営を向上させるよう勧告することができる。 

２ 市は，最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。 

（最低基準と放課後児童健全育成事業者） 

第４条 放課後児童健全育成事業者は，最低基準を超えて，常に，その設備及び運営を向上させな

ければならない。 

２ 最低基準を超えて，設備を有し，又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては，

最低基準を理由として，その設備及び運営を低下させてはならない。 

（放課後児童健全育成事業の一般原則） 

第５条 放課後児童健全育成事業における支援は，小学校に就学している児童であって，その保護

者が労働等により昼間家庭にいないものにつき，家庭，地域等との連携の下，発達段階に応じた

1/7 
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主体的な遊び及び生活が可能となるよう，当該児童の自主性，社会性及び創造性の向上，基本的

な生活習慣の確立等を図り，もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければ

ならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，利用者の人権に十分配慮するとともに，一人一人の人格を尊重

して，その運営を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，小学校その他地域社会との交流及び連携を図るよう努めなけれ

ばならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は，児童，児童の保護者及び小学校その他地域社会に対し，当該放

課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努め

なければならない。 

５ 放課後児童健全育成事業者は，その運営の内容について，自ら評価を行い，その結果を公表す

るよう努めなければならない。 

６ 放課後児童健全育成事業を行う場所（以下「放課後児童健全育成事業所」という。）の構造設

備は，採光，換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けら

れなければならない。 

７ 放課後児童健全育成事業者は，暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成24年新潟市条例第61号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。），暴力団員（同条第３号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するも

のであってはならない。 

（放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） 

第６条 放課後児童健全育成事業者は，消火器等の消火用具，非常口その他非常災害に対して必要

な設備を設けるとともに，想定される非常災害の態様ごとにその程度及び規模に応じた具体的計

画を立て，これに対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち，避難及び消火に対する訓練は，定期的にこれを行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，小学校その他地域社会と非常災害時における連携及び協力関係

を構築するよう努めなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は，非常災害に対する具体的計画を，放課後児童健全育成事業者の

職員並びに利用者及びその保護者に周知しなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件） 

第７条 放課後児童健全育成事業者において利用者の支援に従事する職員は，豊かな人間性及び倫
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理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福祉事業の理論及び実際に

ついて訓練を受けたものでなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第８条 放課後児童健全育成事業者の職員は，常に自己研鑽(さん)に励み，児童の健全な育成を図

るために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員に対し，その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

（設備の基準） 

第９条 放課後児童健全育成事業所には，遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機

能を備えた区画（専ら事務の用に供する部分，便所その他これらに類するものを除く。以下この

条において「専用区画」という。）を設けるほか，支援の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 専用区画の面積は，児童１人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。 

３ 専用区画並びに第１項の設備及び備品等（次項において「専用区画等」という。）は，放課後

児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供す

るものでなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 専用区画等は，衛生及び安全が確保されたものでなければならない。 

（職員） 

第10条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業ごとに，放課後児童支援員を置か

なければならない。 

２ 放課後児童支援員の数は，支援の単位ごとに２人以上とする。ただし，その１人を除き，補助

員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者であって，放課後児童

健全育成事業に従事した日から３年以内に放課後児童支援員となることが見込まれるものをいう。

以下同じ。）をもってこれに代えることができる。 

３ 放課後児童支援員は，次の各号のいずれかに該当する者であって，都道府県知事が行う研修を

修了したものでなければならない。 

(１) 保育士となる資格を有する者 

(２) 社会福祉士となる資格を有する者 

(３) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第

36号）に規定する中等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条第２項
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の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了し

た者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）第10条第３

項第３号に規定する文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第９号にお

いて「高等学校卒業者等」という。）であって，２年以上児童福祉事業に従事したもの 

(４) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条に規定する免許状を有する者 

(５) 学校教育法に規定する大学（旧大学令（大正７年勅令第388号）に規定する大学を含む。）

において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による

専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

(６) 学校教育法に規定する大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若し

くは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したこ

とにより，同法第102条第２項の規定により大学院への入学が認められた者 

(７) 学校教育法に規定する大学院において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若

しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(８) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体育学を専

修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(９) 高等学校卒業者等であり，かつ，２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事

した者であって，市長が適当と認めたもの 

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの 

４ 第２項の支援の単位は，放課後児童健全育成事業における支援であって，その提供が同時に一

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい，一の支援の単位を構成する児童の数は，

おおむね40人以下とする。 

５ 放課後児童支援員及び補助員は，支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければ

ならない。ただし，利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって，放課後児童支援員

のうち１人を除いた者又は補助員が，同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事し，利

用者の安全管理等を十分に行うことができる場合その他の利用者の支援に支障がない場合は，こ

の限りでない。 

（利用者を平等に取り扱う原則） 

第11条 放課後児童健全育成事業者は，利用者の国籍，信条，性別，社会的身分，障がいの有無又
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は利用に要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は，利用者に対し，法第33条の10各号に掲げる行為その

他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（衛生管理等） 

第13条 放課後児童健全育成事業者は，利用者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水につい

て，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業所には，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管

理を適正に行わなければならない。 

（運営規程） 

第14条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所ごとに，次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(３) 開所している日及び時間 

(４) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額 

(５) 利用定員 

(６) 通常の事業の実施地域 

(７) 事業の利用に当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他事業の運営に関する事項 

（放課後児童健全育成事業者が備える帳簿） 

第15条 放課後児童健全育成事業者は，職員，財産，収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする

帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又は
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その家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第17条 放課後児童健全育成事業者は，その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，その行った支援に関し，市からの指導又は助言を受けた場合は，

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正

化委員会が行う同法第85条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（開所時間及び日数） 

第18条 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する時間について，次の

各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める時間以上を原則として，児童の保護者の労働時間，

小学校の授業の終了の時刻その他の状況を考慮して，放課後児童健全育成事業所ごとに定めなけ

ればならない。 

(１) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき８時間 

(２) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき３時間 

２ 放課後児童健全育成事業者は，放課後児童健全育成事業所を開所する日数について，１年につ

き250日以上を原則として，児童の保護者の就労日数，小学校の授業の休業日その他の状況を考慮

して，放課後児童健全育成事業所ごとに定めなければならない。 

（保護者との連絡） 

第19条 放課後児童健全育成事業者は，常に利用者の保護者と密接な連絡をとり，当該利用者の健

康及び行動を説明するとともに，支援の内容等につき，その保護者の理解及び協力を得るように

努めなければならない。 

（関係機関との連携） 

第20条 放課後児童健全育成事業者は，市，児童福祉施設（法第７条第１号に規定する児童福祉施

設をいう。）及び利用者の通学する小学校並びに必要に応じ児童相談所，児童委員その他の関係

機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。 

（事故防止対策と事故発生時の対応） 
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第21条 放課後児童健全育成事業者は，利用者に対する支援の提供による事故の発生又はその再発

を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は，利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は，速や

かに，当該利用者の保護者，市等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は，前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について，

記録しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は，利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則

（施行期日） 

１ この条例は，子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24

年法律第67号）の施行の日から施行する。（施行の日＝平成27年４月１日） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成32年３月31日までの間は，第９条第

２項の規定は，適用しないこととすることができる。 

３ 施行日に補助員となった者に係る第10条第２項の規定の適用については，同項中「放課後児童

健全育成事業に従事した日」とあるのは，「この条例の施行の日」とする。 

４ 施行日から平成32年３月31日までの間における第10条第３項の規定の適用については，同項中

「修了したもの」とあるのは，「修了したもの（平成32年３月31日までに修了することを予定し

ている者を含む。）」とする。 

附 則（平成28年７月４日条例第46号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成30年７月６日条例第38号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成30年12月28日条例第49号） 

この条例は，平成31年４月１日から施行する。 



新潟市子どもふれあいスクール事業実施要綱 
                           

（事業の目的） 
第１条 新潟市が設置する小学校の施設を活用して，子どもたちの安心・安全な居場所を

設け，地域住民の参画・協力を得て，多様な活動及び異学年や大人との交流の機会を提

供し，心豊かなたくましい子どもたちを育むとともに地域の教育力向上を図るため，社

会教育法第五条第二項に基づく地域学校協働活動に関する事項に基づき，新潟市子ども

ふれあいスクール事業（以下「事業」という。）を実施する。 
 

（実施主体） 
第２条 事業は新潟市教育委員会地域教育推進課（以下「地域教育推進課」という。）と事

業を実施する新潟市立小学校（以下「実施校」という。）のＰＴＡとの共催で行う。 
２ 事業の実施については，事業の一部又は全部を適切な事業運営ができると認められる

事業者等に委託して行うことができる。 
                                 

（運営委員会の設置） 
第３条 実施校に子どもふれあいスクール運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設 

置する。 
 

（運営委員会の役割） 
第４条 運営委員会は次の役割を担う。 

（１） 本事業の運営方針及び運営要綱に関すること 
（２） 本事業の活動内容と評価に関すること 
（３） その他，本事業の推進に関すること 

 
（運営委員会の構成） 

第５条 運営委員会は，次に掲げる者で構成する。 
（１） ＰＴＡの代表 
（２） 学校の代表 
（３） 事業の運営にかかわる人員（以下「運営スタッフ」という。）の代表 
（４） 地域団体の代表 
（５） 地域教育推進課職員 
（６） その他，運営委員長が必要と認める者 

２ 運営委員会には，運営委員長を置き，構成する者の互選により選出する。 
 

（運営委員会の開催） 
第６条 運営委員長は，必要に応じて本事業にかかわる事項について協議するための運営 

委員会を開催する。 
 

（運営体制） 
第７条 地域教育推進課は，事業を実施するため，社会教育法第九条の七第一項に基づき，

次のとおり運営スタッフを実施校に配置する。ただし，第３号及び第４号については必

要に応じて配置する。 
（１） 運営主任(地域学校協働活動推進員)        
（２） 運営ボランティア          
（３） 事業ボランティア          

≪参考資料≫ 



２ 運営主任(地域学校協働活動推進員)は，運営スタッフや学校との連絡調整及び情報交換

を行い，円滑な事業運営を行う。事業の企画・運営・安全管理を行い，活動現場を統括

する。 
３ 運営ボランティアは，運営主任を補佐し，子どもの活動の見守りや支援を行う。 
４ 事業ボランティアは，子どもの体験的な活動への指導を行う。 
 

（運営主任の配置等） 
第８条 運営主任は，子どもたちの健全育成に情熱をもち，ＰＴＡや地域から信頼を得て

いる者のうちから，各実施校の運営委員会の推薦により，教育委員会が委嘱する。 
２ 運営主任の任用期間は１年として，委嘱の日からその年度末までとする。 
３ 運営主任（地域学校協働活動推進員）は，「新潟市教育委員会第３号非常勤職員」とし

て「新潟市教育委員会非常勤職員要綱」にしたがって服務する。 
（実施日時） 

第９条 事業の実施日時は，平日の放課後や土曜日の午前中の範囲内とし，運営委員会で

決定する。日曜日，祝日は実施日から除く。ただし，特別な行事等を行う場合はこの限

りではない。 
 

（活動場所） 
第１０条 事業の活動場所は，実施校の体育館・図書室・特別教室等の施設とし，学校の

教育活動に支障のない範囲内で，学校と調整のうえ運営委員会で決定する。  
 
（活動内容） 

第１１条 事業の活動内容は，身体活動，文化活動，学習活動等とし，地域や子どもの実

情に応じて運営委員会で決定する。 
 

（児童の管理） 
第１２条 活動および登下校時の児童の管理は次のとおりとする。 
（１） 活動時の児童管理は，地域教育推進課の管理下とする。 
（２） 平日の活動参加後の下校については学校管理下とする。 
（３） 土曜の場合の登下校については地域教育推進課の管理下とする。 
 

（対象児童） 
第１３条 事業の対象者は，実施校の在籍児童とする。ただし，運営委員会が対象者と認

めるときは，この限りではない。 
 

（その他） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，地域教育推進

課が別に定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
 この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 
 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 
 この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 
 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 


